
仮使用認定

申請者
(畜産業者・設計事務所等)

受付窓口
(家畜保健衛生所)

畜産課

審査機関等
(指定確認検査機関等)

各市町・消防(局)本部
地方局建設部

又は

土木事務所

技術的審査

技術的審査敷地の確認・消防協議

審査完了

認定通知書発行
（畜産課）

受付窓口
(家畜保健衛生所)

通知

申請者
(畜産業者・設計事務所等)

認定通知

申請

各市町・消防(局)本部

建築住宅課

地方局建設部
又は

土木事務所

進達

通知 通知

審査機関等・地方局建設部又は土木事務所
どちらかによる審査が必要です。

申請前に事前確認を行います。
受付窓口の指示に従い、申請書等⼀式を
メールにて送付してください。
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